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第１０号（２０１７年１０月発行） 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会）からのお知らせです。 

   当センターでは、生活困窮者自立支援事業の業務に関する情報提供等を行い、定期的に広報誌 

【すてっぷ】を発行しています。  

この広報誌を通じ、当センターの事業への理解や周知につながれば幸いです。 

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自
立
相
談
支
援
事
業 

生活での困りごとや不安、債

務などの問題を抱えている

場合、専門員があなたと一緒

に考え、具体的な支援プラン

を作成します。 

必要に応じて、各関係機関

（消費生活相談、法テラス

等）へ相談を行い問題解決に

向け支援します。 

家
計
相
談
支
援
事
業 

家計状況を見直し、相談者

が自ら家計を管理できるよ

うに状況に応じた支援計画

の作成を行います。 

早期の生活再生、家計の立

て直しをアドバイス！   

 
H２８年 4 月から家計相談支援事

業がスタートしました。 

当センター（多久市社会福祉協議会内）では、多久市にお住いの皆様の仕事や経済的
な問題など、さまざまな問題を抱えた方を対象とした無料相談窓口を設置しています。 

  
 

 

相談無料 

秘密厳守 

多久市生活自立支援センター（多久市社会福祉協議会） 

【ＴＥＬ】０９５２－７５－３５９３ 【ＦＡＸ】０９５２－７５－６５９０ 

【相談時間】８：３０ ～ １７：００   ※休み…土・日・祝・年末年始 

北島（主任相談支援員）・陣内（自立相談支援員）・小野原（家計相談支援員） 

一人で悩んでいませんか？ 

住居確保給付金…家賃相当額の支給。離職により住居を失い、困窮している人、または住居を失う恐れの

高い人に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、期限付きで家賃相当額を支給します。      ※

一定の要件を満たしている方が対象となります。詳しくは、当センターへお尋ねください。 

 

文責：小野原（家計相談支援員） 

ステップ 1 

相談窓口へ 

お困りごとを

教えてください 

ステップ 2 

あなただけの  

支援プラン作成 

ステップ 3 

関係機関と連携し、 

あなたに寄り添った 

支援をします 


